
１．市税

①入湯税

入湯税は，鉱泉浴場所在の市町村が，環境衛生施設，消防施設等の整備，観光の振興費用などに充てる

ために設けられた目的税です。 〔使途根拠：地方税法第701条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他 うち入湯税

環境衛生施設の整備 337,724,299 4,217,000 26,200,000 100,800 307,206,499 45,012,843

消防施設の整備 177,973,338 22,360,000 70,400,000 25,060,000 60,153,338 58,232,338

観光施設の整備 317,564,379 135,500,000 182,000,000 64,379 64,379

観光の振興 447,791,431 8,405,000 126,200,000 157,216,441 155,969,990 121,569,990

合　　計 1,281,053,447 170,482,000 404,800,000 182,377,241 523,394,206 224,879,550

※　上記の事業費には，事務職員人件費は含まれていません。

②都市計画税

都市計画税は，都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画

整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。 〔使途根拠：地方税法第702条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

都市計画税

街路整備事業 808,162,740 450,424,691 321,700,000 36,038,049 0

公園事業 129,508,030 40,000,000 69,100,000 20,408,030 0

下水道事業 2,145,898,049 538,349,988 1,543,300,000 54,872,691 9,375,370 4,944,821

土地区画整理事業 121,083 121,083 121,083

公　債　費 2,561,986,315 2,561,986,315 2,458,114,870

合　　計 5,645,676,217 1,028,774,679 1,934,100,000 54,872,691 2,627,928,847 2,463,180,774

※　上記の下水道事業の決算額には，公共下水道事業会計の下水道建設改良費を含みます。

※　上記の公債費は，都市計画事業に係るもののみを記載しています。

区　　分
令和４年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

令和４(2022)年度　函館市一般会計決算における法令により

使途に定めがある歳入の充当状況について

（入湯税,都市計画税,航空機燃料譲与税,交通安全対策特別交付金,自転車競走事業益金）

区　　分
令和４年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源



２．譲与税および交付金

①航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税は，航空機燃料税の収入額の一部が空港関係市町村および空港関係都道府県に対して

譲与されるもので，その譲与額は，航空機の騒音により生ずる障害の防止，空港及びその周辺の整備その

他政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならないとされています。

〔使途根拠：航空機燃料譲与税法第７条，航空機燃料譲与税法施行令第３条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

航空機燃料
譲与税

航空機の騒音により
生ずる障害の防止

103,840 84,370 19,470 19,470

空港の整備および
維持管理

52,064,324 52,064,324 36,094,530

空港に関連する
道路等の整備

34,087,706 34,087,706 0

合　　計 86,255,870 84,370 0 0 86,171,500 36,114,000

※　上記の事業費には，各区分に係る公債費を含みます。

②交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金は，交通反則金収入を原資として，地方公共団体が行う道路交通安全施設の設

置や管理に要する経費(国の補助を受けた事業に要する経費を除く)に充てるために交付される交付金です。

〔使途根拠：道路交通法附則第16条〕

(単位：円)

国 ( 道 )
支 出 金

市 債 そ の 他
うち

交通安全対策
特別交付金

道路交通安全施設の
管理

219,107,245 369,600 90,646,754 128,090,891 35,013,000

合　　計 219,107,245 369,600 0 90,646,754 128,090,891 35,013,000

区　　分
令和４年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

区　　分
令和４年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源



３．諸収入

①自転車競走事業益金

競輪の収益は，自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進，医療の普及，

教育文化の発展，体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充

てるよう努めるものとされており，函館市においても，競輪の収益の一部を自転車競走事業特別会計から

一般会計に繰り出し，市民の皆さまの暮らしに役立てています。 〔使途根拠：自転車競技法第22条〕

(単位：円)

国 ( 道 )
支 出 金

市 債 そ の 他
うち

自転車競走
事業益金

医療の普及 433,519,691 87,686,000 3,753,425 342,080,266 116,487,989

体育の振興 114,989,531 9,400,000 14,377,520 91,212,011 83,512,011

合　　計 548,509,222 87,686,000 9,400,000 18,130,945 433,292,277 200,000,000

○　森林環境譲与税および地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については，次の資料をご覧

ください。

・森林環境譲与税： 森林環境譲与税に関する決算状況

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）：

函館市一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障

財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

区　　分
令和４年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023082300088/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014022800386/files/R4chihoshohizeikofukin.pdf
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014022800386/files/R4chihoshohizeikofukin.pdf

